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（審議経過） 

○事務局（政策経営課長） それでは、定刻

より少し前ですけれども、ただいまより平成

30年度第１回足立区区民評価委員会を開催

させていただきます。 

 私は、本日の司会進行を務めさせていただ

きます政策経営部政策経営課長の絵野沢で

ございます。昨年度まで財政課長としてこの

会に参加させていただきました。引き続きど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、座って進めさせていただきます。 

 初めに、本委員会の公開につきましてお知

らせがございます。本委員会及び分科会につ

いては、区民評価委員会条例施行規則第４条

により、公開を原則としております。本日ま

だ傍聴の方はいらっしゃいませんけれども、

お見えになったときは、ちょうど右方の後ろ

の席のほうで聞いていただける予定にして

おります。 

 また、この委員会での検討の経過について

は、区政情報課などで公開していく予定でご

ざいます。その際、会議記録及び委員名簿等

を公開させていただきますので、この点につ

いてご了承いただければと思っております。 

 また、会議録作成のために、委員の皆様の

ご発言を録音させていただいております。こ

の点についてもご了承いただければと思い

ます。 

 それでは初めに、委嘱式を始めさせていた

だきたいと思います。 

 本日は、学識委員５名と、今年度から新た

に委員に就任していただきます公募委員６

名の方に区長から委嘱状の交付を行います。

区長が皆様の席に回って委嘱状をお渡しし

たいと思っております。私がお名前をお呼び

しましたら、自席でご起立いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

（区長から委嘱状を交付） 

○事務局（政策経営課長） ここで、第１回

区民評価委員会の開催に当たりまして、足立

区長であります近藤よりご挨拶申し上げま

す。 

○近藤区長 おはようございます。 

 この区民評価制度につきましては、時間が

かかる、なかなか効果が見えないというよう

な中で、実際にもう縮小している自治体が多

いと聞いております。その中で、足立区では、

区民の皆様方に参画していただいて、粛々と

行政の事業、施策についてＰＤＣＡを回して

今日まで来ております。それが一つ足立区の

今の発展につながっていると私どもは自負

しておりまして、それは、毎度毎度、時間を

お差し繰りいただきまして積極的にご参画

いただいております区民公募の委員の皆様

方のご尽力の賜物でございます。ぜひ引き続

き今期もよろしくお願い申し上げます。 

 区民から見える形で行政を展開していく

に当たって、この評価制度は非常に重要だと

思っております。指標をつくってＰＤＣＡを

きちっと回して、年々着実に前へ進んでいく

ということでございます。 

 ただ、その時によりまして区民の方のご要

望の方向性が変わったり、または区として果

たさなければならない使命に幾分の時代的

なそごが出てきたりということもあると思

いますので、ぜひそれぞれのお立場で、お持

ちのお考えを積極的に発言していただきま

して、足立区の発展のためにこれからもご尽

力いただければと思います。 

 足立区は現在、こうした区民評価委員会と

同じような手法でエビデンスベースの行政

の展開に力を入れているところでございま

す。活動指標、成果指標をきちっとロジック

モデルをつくって展開していくということ

で、区民の皆様からもわかりやすい行政をこ

れからも展開してまいります。その一つのお
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手本が区民評価でございますので、そういっ

た意味でも、皆様方からのさまざまなご提言、

私も楽しみにしております。どうぞ１年間よ

ろしくお願いいたします。 

○事務局（政策経営課長） 申しわけござい

ませんが、区長におかれましては他の認定の

交付式がこの後予定で入っておりますので、

ここで退席させていただきます。 

○近藤区長 至らない職員には厳しく皆様

のほうからご指摘いただいて、それが職員の

成長にも非常につながってきております。区

民の皆様方に対しての説明責任を全うする

意味でも、コミュニケーション能力をつけて

いくということはこれからの公務員の一つ

の使命でもございますので、ぜひ評価、皆様

方にお伝えするということを通じて職員も

成長できるような、そんな場を与えていただ

ければと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

（区長退席） 

○事務局（政策経営課長） それでは、これ

から第１回の会議に早速入らせていただき

ますが、１点連絡事項がございます。発言を

される際は、今皆さんの目の前にマイクがあ

るかと思うのですけれども、そのパネルの前

に発声する声のマークですかね、押すと赤く

光ります。そうするとマイクの先が赤くなっ

て、こうすると音がとれますので、ボタンを

押して発言いただければと思っております。

また、発言が終わりましたら、いま一度スイ

ッチを押していただければと思います。 

 まず、会議に先立ちまして、皆様に自己紹

介をしていただければと思っております。本

日お配りした資料１に名簿をつけてござい

ます。この名簿の順に自己紹介をお願いでき

たらと思っております。なお、時間に限りが

ありますので、お１人１分程度を目安に一言

お願いできればと思っております。 

 それでは、名簿のトップにあります田中委

員からご発言いただければと思います。 

○田中委員 おはようございます。東京大学

社会科学研究所からやって参りました田中

隆一と申します。大学での私の専門は経済学

で、特に教育問題とか労働問題について経済

学的に分析をするということをやっており

ます。 

 足立区の区民評価委員会にかかわるよう

になって今年で７年目でございますけれど

も、今年も皆さんと一緒に評価活動ができれ

ばと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○石阪委員 名簿の２番目です。埼玉大学基

盤教育研究センターの石阪と申します。 

 私は２年前まで足立区内にある東京未来

大学に在籍していて、そのころから区民評価

委員を仰せつかって、やってきました。昨年

度はくらしと行財政分科会を担当させてい

ただきました。専門自体は社会学を専門にし

ていて、特に、まちづくりであったり、地域

創生、地方創生、最近は結構こういう分野で

いろいろ働かされている状況ですけれども、

暮らしも含めて足立区にはさまざまな地域

課題がありますので、またそういったところ

を皆さんの意見をなるべく引き出せるよう

にコーディネートしていきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○遠藤委員 名簿３番目の東京電機大学の

遠藤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 区民評価委員会はこれで５年目に入りま

す。その前ですけれども、学識なんていうの

は私おこがましくて、ずっとＵＲ都市機構で

30年勤めておりまして、再開発とかまちづ

くり、そんなことをやっていた関係もあって、

まちと行財政分科会をずっと担当させてい

ただいておりました。区民委員の皆様に支え



4 

 

られて、その都度新しい考え方を勉強させて

いただいているところです。よろしくお願い

いたします。 

○沼尾委員 名簿の４番目になります、東洋

大学国際学部の沼尾と申します。 

 この区民評価委員は今年で３年目でござ

いまして、１年目がくらし分科会で、昨年度

が一般事務事業の分科会を担当しました。専

門は地方財政論でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○藤後委員 おはようございます。東京未来

大学の藤後悦子と申します。よろしくお願い

いたします。 

 この区民評価委員は２年目です。まだ新人

の枠だと思っておりますが・・。ひと分科会

を担当させていただいております。私の大学

での専門はコミュニティ心理学や臨床心理

学です。今までにも足立区のさまざまな分野

で一緒に活動させていただいております。ど

うぞ１年間よろしくお願いいたします。 

○笠間委員 ２年目になります笠間美伸と

申します。 

 昨年初めて参加しまして、自分の足立区の

中のまちの見方が少し変わりました。あと、

現場を見るということで、少し新たに認識も

ふえました。よろしくお願いします。 

○金子委員 金子正です。評価委員の仕事は

２年目です。 

 40年ぶりに日本に帰ってきまして、もう

丸２年たちまして、生活はもうすっかりなれ

ました。そして、評価委員としての区の事業

を見ますと、ものすごく膨大な事業、幅広く

わたっているので、去年は本当に面食らうと

いうか、びっくりしたんですね。そういった

経験がありました。委員としての仕事も十分

できたかどうかわからないのですが、今回は

２年目ですので、できるだけ頑張っていきた

いと思っています。 

 新しく入られた藤澤委員もよろしくお願

いします。緊張されていると思うのですが、

一生懸命やっていきましょう。 

 よろしくお願いします。 

○瀬田委員 瀬田章弘と申します。よろしく

お願いします。この委員は２年目になります。 

 足立区で生まれまして足立区で育ちまし

て、今、足立区で会社を経営しておりまして、

少しでも地元に貢献できればなという思い

で参加させていただいております。今期もど

うぞよろしくお願いします。 

○田島委員 田島のぞみと申します。 

 今年３年目で、また新たに応募させていた

だきました。足立区生まれで足立区育ちで、

人生の大半を足立区で過ごしてきたのです

が、この区民評価委員をおととし、去年させ

ていただく中で、目からうろこというか、さ

まざまな政策を知ることができました。今回

は一般事務事業に入るのですけれども、また

新たな視点でいろいろ見させていただけれ

ばなと思います。よろしくお願いいたします。 

○中島委員 中島明子と申します。 

 私は実はもう今回４年目になるのですけ

れども、新たな気持ちで頑張りたいと思って

おります。 

 生まれも育ちも私も足立区で、もう半世紀

以上過ごしているのですが、まだまだ足立区

のことを知りたいと思いますし、何か足立区

の助けとかお役に立てたらという気持ちが

ありまして、やらせていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○長谷川委員 昨年からやらせていただい

ております長谷川と申します。 

 今までは一般事務事業ということで、非常

に私の知らないような分野が多かったので

すけれども、理工学的な分野だけではなくて、

今年の３月に教育学部を卒業しましたので、

あわせて厚みを増して今年も努力をさせて
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いただきたい、このように思っております。

よろしくお願いいたします。 

○福田委員 皆さん、おはようございます。

今年度から初めて区民評価委員として就任

させていただきました福田大輔と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 ふだんはケアマネジャーをしていて、高齢

者の方を対象にやっているのですけれども、

今回区民評価委員ということで、足立区の取

り組みとかそういうことが知れるきっかけ

になるのではないかと思って応募させてい

ただきました。わからないことだらけですが、

頑張っていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○藤澤委員 おはようございます。藤澤一馬

と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は足立区内で訪問看護師を行っており

まして、現場でいろいろな方と接する中で、

まだまだ私も足立区の行政でどのようなこ

とをしているかわからない点がかなり多く、

現場でできることだけでなく、行政という面

からも何か私が取り組めることがあるので

はないかと思いまして今回応募させていた

だいて、就任させていただきます。 

 これから自分のできることを精いっぱい

やって、なるべく区のため、区民のためとい

うところで活動に取り組めればと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○藤本委員 おはようございます。藤本かお

りと申します。よろしくお願いいたします。 

 私は足立区に引っ越してきてまだ１年ち

ょっとなのですけれども、今後、生涯これか

らは足立区にずっと暮らしていく予定です。

ですので、自分が住んでいく地域にがっつり

かかわっていきたいという思いがあって応

募させていただきました。 

 ふだんは子どもを連れて歩いているので

すけれども、結構いろいろな方から声をかけ

られたりして、今度この辺でお祭りがあるよ

とか、児童館でこういうことをやっているよ

とかという声をかけられて、すごく温かいま

ちだなと思っております。ただ、ほかの区で

も暮らしてきた経験もありますので、その辺

と比べながらも意見が言えたらと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○松田委員 おはようございます。松田郁子

と申します。今年初めてこの評価委員として

の活動をさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 私は結婚を機に 10年前に足立区に転入し

て、それ以来ずっと主婦として生活してきて、

今ではいつの間にか３児の母となっており

ます。特に、子どもが生まれてから、こうい

った行政であったり自治体の区民へのサポ

ートといったもののありがたさが身にしみ

ることがよくあるのですけれども、そういっ

た自分自身の経験も踏まえながら、足立区を

よりよい区にしていけたらと思って頑張っ

ていきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○三石委員 三石美鶴と申します。 

 今年で３年目になりましたが、先ほど委嘱

状をいただきましたので、心新たに区民評価

にかかわりたいと思っております。まちづく

りの分科会に所属しておりまして、安心・安

全で、活力があって、足立区らしいまちづく

りに向けて、チェック、アクション、評価を

よりよい改善に生かせる一助を少しでも担

えたらと思っております。 

 それだけではなくて、自分が一区民として

何ができるかなということも考えながら進

めていきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○村田委員 村田文雄と申します。 

 今年は検討会で大いに活発な議論をした

いなと思っております。これは先々月、経営
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会議のメンバーとの懇親会の席でも話した

のですけれども、分科会意見というのはどう

してもそこの委員の多数の意見というふう

になってしまいますので、今回も分科会長の

沼尾先生にはお願いしたいといいますか、お

手数をかけるところですけれども、少数意見

だとか、こういう意見もありましたよという

ことを載せていただくためには、分科会の検

討で大いに議論したいと思っております。よ

ろしくお願いします。 

○事務局（政策経営課長） 委員の皆さん、

ありがとうございました。 

 次に、事務局職員の自己紹介をさせていた

だきます。 

 それでは、順番にお願いします。 

○事務局（政策経営部長） おはようござい

ます。政策経営部長の工藤でございます。 

 私ども政策経営部はまさにこの区民評価

委員会の事務局を担うところでございます。

内容としましては、新たな行政の施策の展開、

それと、財政を持っておりますので、その事

業に対する予算の分配というような形をと

っております。皆様方のさまざまな生活者の

視点に立ったいろいろな評価をしていただ

いて、翌年には少しでも改善できるようにと

いうことで進めておりますけれども、約夏過

ぎくらいまでの本当に限られた時間の中で

何回も分科会等を開いていただいて評価い

ただくことで、本当に大変な作業になると思

いますけれども、よろしくお願いします。 

 先ほど区長から、ＰＤＣＡを回して、さら

にスパイラルアップしていくというお話が

ございましたので、そういったことで、ぜひ

所管のほうにもしっかりと質問して、またよ

りよくしていきたいとも考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○事務局（政策経営課長） 政策経営課長の

絵野沢でございます。 

 財政課長で３年、今回、政策経営課長で１

年目ということで、新人の気持ちで取り組み

たいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

○事務局（財政課長） 財政課長の岩松です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 昨年度までは子どもの貧困対策を進めて

いる担当課におりました。主に一般事務事業

のところで皆様とかかわらせていただきま

して、皆様のご意見を少しでも事業のほうに

反映させて、いいものにしていきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○事務局（政策経営担当係長） 政策経営課

担当係長の日森と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 事務局３年目となります。本年度も皆様が

評価作業を円滑にできるように努力させて

いただきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○事務局（政策経営担当係長） おはようご

ざいます。事務局でございます政策経営課の

小村と申します。この４月から政策経営課に

参りました。くらしと行財政分科会を担当さ

せていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○事務局（財政担当係長） おはようござい

ます。財政課財政担当係長の安部と申します。

本年度から担当させていただきまして、分科

会としましては一般事務事業見直し分科会

を担当させていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○事務局（財政担当係長） おはようござい

ます。財政課の高田と申します。昨年度、一

般事務事業評価のメインを務めさせていた

だきましたが、今年度もサブという形で一緒

になって活動させていただきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局（政策経営課） 政策経営課の片岡

と申します。よろしくお願いいたします。ひ

と分科会のサブの担当をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

○事務局（政策経営課） 政策経営課、富田

と申します。ひと分科会をお手伝いさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○事務局（政策経営課） 政策経営課の佐藤

と申します。特に私は分科会は持っておりま

せんが、皆様のバックアップをできるように

頑張っていきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○事務局（政策経営課） おはようございま

す。政策経営課の池田と申します。私も今年

度から政策経営課に参りました。特に分科会

等は担当しておりませんけれども、私もバッ

クアップさせていただきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局（政策経営課） 政策経営課の池澤

です。まちと行財政分科会をお手伝いさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○事務局（政策経営課長） 以上のメンバー

で皆さんの審議が円滑にできるように全力

でサポートさせていただきたいと思ってお

りますので、重ねてよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、区民評価委員会条例第５条の規定に

基づきまして、この委員会の会長と副会長の

選出をしていきたいと思っております。 

 選出の方法につきましては、いかがいたし

ましょうか。何かご意見はありますでしょう

か。 

○瀬田委員 昨年もこの委員会をリードし

ていただいて、結果を出してくださいました

田中委員を会長に、それから石阪委員を副会

長に推挙したいと思います。 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 瀬田委員からそういったご意見をいただ

きましたが、特に昨年からの引き続きの委員

の皆さん等で何かありますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○事務局（政策経営課長） 「異議なし」と

いう発言をいただきましたので、お２人、田

中先生と石阪先生に会長、副会長をお願いす

るということでよろしいでしょうか。よけれ

ば、拍手か何かいただけると。 

（拍手） 

○事務局（政策経営課長） ありがとうござ

います。 

 それでは、田中委員にこの会の会長を、ま

た、石阪委員におかれましては副会長をお願

いしたいと思っております。 

 まず、冒頭ですので、田中会長、石阪副会

長にそれぞれご挨拶をいただければと思い

ます。 

○田中会長 改めましておはようございま

す。ただいま会長にご選出いただきました田

中隆一でございます。 

 私自身、先ほど、区民評価委員会は７年目

と申し上げたわけですけれども、過去の評価

活動において一番強く感じていることをも

う一度考え直してみたのですけれども、その

中で一番印象に残っていることは、毎年のこ

となのですけれども、私たちの評価活動が毎

年毎年本当に区政に影響を与えるというこ

とを実感できるというような非常に貴重な

場所であるということでございます。 

 例えば重点プロジェクトと呼ばれる足立

区の事業を私たちは評価していくことにな

るわけですけれども、そのプロジェクトを評

価した結果を受けて、その年度内に反映状況

または結果を反映しているかどうか、反映す

るという方向性について足立区から報告書

としてフィードバックがあるということで
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ございます。 

 私たちはそれをもとにして、今年度は本当

にその反映が反映されているかどうかとい

うことを見ていくことになるわけですけれ

ども、恐らく今年参画していただいている委

員の皆さんは、本当に反映されているという

ことを実感するような場面がたくさんある

のではないかと思いますし、ぜひそうであっ

てほしいと強く期待している次第でありま

す。 

 また、重点プロジェクト以外にも、一般事

務事業についても評価活動をしていくわけ

ですけれども、例えば区長に答申する際には、

一般事務事業で課題があった事業に関して

は、答申の前に既に動き始める。問題のある、

課題のあるような事業に関してはすぐに調

査を入れると伺っておりますので、本当に私

たちの結果が足立区の区政に対して強い影

響を与えているということを実感しており

ます。そういう意味では、私たちの評価活動

というのは非常に重大でありますので、今年

度もしっかりと皆さんと一緒に評価活動を

進めていければと思っております。 

 今、評価活動、私たちの活動というのは非

常に重大であると言ったわけですけれども、

それと同時に、この区民評価委員会というの

は、区民と区政の間のコミュニケーションの

場であります。コミュニケーションというの

は本来楽しいものであるべきだと思います

ので、区民と区政がお互い、ふだんどのよう

に相手のことを思っているのかということ

をお互いにキャッチボールし合うことがで

きる非常に重要な場所であると思っており

ます。できるだけ円滑なコミュニケーション

を実行していくためには、担当課の皆さんに

はぜひわかりやすい説明をお願いしたいと

思いますし、それと同時に、私たちも評価す

る際には、できるだけわかりやすい評価を心

がけていければと思っております。 

 円滑なコミュニケーションの中から、お互

いにコミュニケーションをすることによっ

て、ひょっとすると何か新しいアイデアとか

協創の種といったようなものが出てくるか

もしれませんので、ぜひ円滑なコミュニケー

ションを楽しみながら評価活動を進めてい

ただければと思います。 

 あと、わかりやすい評価と申し上げました

けれども、これは実は昨年度も言ったのです

が、わかりやすい評価の基本というのは、メ

リハリのある評価ということではないかと

思います。非常に頑張った事業に対しては、

よく頑張ったとはっきりと言ってあげても

いいと思いますし、これはもう一つだなと思

う事業に関しては、これはだめだとはっきり

と言って構わないと私は思っております。た

だし、だめなときには、どこがどういうふう

にだめで、それを改善するためにはどういう

ふうにしていけばいいのかというところま

でも私たちで議論することができればいい

かなと思っております。 

 今年度から新しく参画された委員の皆様

は新鮮な目線で評価活動に当たっていただ

ければと思いますし、昨年度から引き続き参

画していただいている委員の皆様は、新鮮な

視点も忘れずに、それプラス継続性という観

点からも事業の評価に当たっていただけれ

ばと思っております。 

 これから１年間、非常に多忙な日々が始ま

りますけれども、今年度もどうぞ最後までお

体にお気をつけて評価活動をよろしくお願

いいたします。 

○石阪副会長 田中先生がほとんど全部僕

の言いたいことも言っていただいたので、あ

とは補足ということで。 

 副会長に選任いただいてありがとうござ

いますというよりは、サポートする立場とい
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うことを私はこの委員会をやるときに肝に

銘じています。サポートというのはどういう

ことかというと、私、言いたいこといっぱい

あるのですけれども、僕が言ってしまうと、

これはほかの自治体でもやっているような、

場合によっては専門家であったりとか有識

者による審査あるいは評価と何ら変わらな

くなってしまう。まず一つ大事なのは、区民

目線であるということ。これがこの評価委員

会の一つの特徴ではないかと思います。 

 それと、昨今、国家公務員のほうを見ると、

行政や公務員に対する不信というのは非常

に高まっている。どことは言いませんけれど

も、何とか省というところですね。ああいう

ところを見るとそのような思いもあって、本

当に公務員の方ってちゃんと仕事している

のかと、場合よっては何か悪いことやってい

るんじゃないかというようなことも含めて、

先ほどお話があったように、コミュニケーシ

ョンというのは非常に大事だと思います。こ

の評価はヒアリングを非常に重要視してい

て、実際にコミュニケーションをとれる時間

はすごくあります。ですので、ほかの評価と

は違って、コミュニケーションを活発にする

ことによって信頼関係をつくっていくとい

うことも大事だと思うのですね。お互いの職

務や責任というものをしっかり全うすると

いうことがそれによってできて、行政に対す

る信頼を取り戻すという意味では、僕は、足

立区はそういう悪いことは一切しないと思

うのですけれども、反面、自分たちはこうい

うことをやっていますということを積極的

にアピールいただくことが行政の信頼回復

にもつながるのかなとも思っています。 

 もう一つは、昨今僕も感じているのですけ

れども、なかなか情報が表に出てこないとい

うことです。情報公開が非常に難しくなって

いる。仮に出てきたとしても、のり弁みたい

な状態ですね。黒塗りになっていて、我々が

情報を目にすることができない。これは本当

にいいのかどうか。これからの時代はエビデ

ンスというのが非常に大事で、そのデータを

むしろ公開して、それをもとにみんなで議論

し、次につながるような新たな施策につなげ

ていくということが言われて、ＥＢＰＭとか

そういうことが言われているわけですけれ

ども、これが今後のＰＤＣＡサイクルにもつ

ながっていくので、この足立区は、僕も５年

目になりますけれども、先ほどもあったよう

に、すぐに情報は出してくれる。なるべく情

報を出してくれるというところが、行政とし

て成熟しているなと思うので、皆さんも例え

ば、これわからない、これ実際どうなってい

るのかというところがあれば、積極的に情報

開示あるいは情報を出していただくことを

要望していただければと思います。もちろん、

出せない情報もたくさんあるとは思うので

すけれども、その中でも最大限努力をすると

いうところが、先ほど申し上げたような行政

と区民との信頼回復―回復ではないです

ね。信頼の強化につながると思います。 

 ということですので、実質的には半年間で

すけれども、またこの時期が来たかというの

が正直なところですが、結構大変なのですね、

長丁場で。コーディネートする立場としては、

なるべく皆さんの意見をということもあり

ますし、場合によっては、この後あると思う

のですが、評価の仕方であったりとか方法、

こういうところも見直していくことにつな

げたいと思いますので、またご協力のほど、

どうぞよろしくお願いします。 

○事務局（政策経営課長） 田中会長、石阪

副会長、ありがとうございました。 

 続きまして、諮問書の交付を行います。 

 政策経営部長の工藤より田中会長に諮問

書をお渡ししたいと思います。 
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（諮問書交付） 

○事務局（政策経営課長） それでは、ここ

までの司会進行は私のほうで務めさせてい

ただきましたが、これ以降の議事進行につい

ては田中会長にお願いしたいと思います。田

中会長、よろしくお願いいたします。 

○田中会長 それでは、会議次第に沿って会

議を進めてまいります。 

 ご意見、ご質問がある場合には、説明の後

に承りますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 なお、昨年度は２回全体会が個別の分科会

の前にあったわけですけれども、今年度は２

回ではなくて、会議内容を整理して１回の全

体会ということにまとめさせていただいて

おります。本日の終了時刻は一応 12時を予

定しておりますが、なかなか盛りだくさんで

すので、スムーズな進行にご協力いただけれ

ば幸いでございます。 

 それではまず、「足立区区民評価委員会の

平成 30年度評価作業について」の（１）重

点プロジェクト事業について、事務局から説

明をお願いいたします。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

重点プロジェクト事業について説明させて

いただきます。 

 資料２－１をご覧ください。見なれている

方もいるかとは思いますけれども、皆様と一

緒に、年に一度の振り返りの意味を含めてご

説明させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 初めに、項目１、基本構想・基本計画と重

点プロジェクト事業の関係について、ご説明

いたします。 

 足立区では、ご案内のとおり、29年度より

新しく基本構想・基本計画を定めました。改

めての確認ですが、基本構想では、将来像と

して掲げた「協創力でつくる 活力にあふれ 

進化し続ける ひと・まち 足立」の実現の

ために、資料にありますとおり、ひと、くら

し、まち、行財政という４つの視点でその基

本的な方向性を整理させていただきました。 

 資料を上から順に視線を落としていって

いただきますと、基本構想のもとに基本計画

がございます。重点プロジェクトについても、

その基本計画の中に位置づけをさせていた

だきました。 

 そのため、項目の２、重点プロジェクト事

業の体系についてでございますが、この体系

も基本計画の体系に合わせて、ひと、くらし、

まち、行財政という４つの視点で事業を整理

しております。その体系が資料２－２になり

ます。１枚おめくりください。 

 資料左側、４つの視点のもとに各柱立てが

ございます。重点目標と重点項目が連なって

おります。そして、この重点項目のもとに具

体的な事業がぶら下がるという組み立てに

なっております。重点目標、重点項目ともに

昨年度からの変更点はございません。 

 例えば、資料２－２の太枠で囲みました重

点項目をご覧いただけますでしょうか。「就

学前教育の充実」とございますが、具体的な

事業としましては、また１枚おめくりいただ

いて、資料２－３をご覧いただけますでしょ

うか。同様に太枠の「就学前教育の充実」の

右側に事業がぶら下がる形となります。 

 それぞれ、資料２－２の体系の一覧の重点

目標や重点項目が資料２－３につながり、事

業がぶら下がる形になるということをご理

解いただければと思います。 

 それでは、ここからは引き続き２－３をも

とに重点プロジェクト事業ラインナップに

ついてご説明いたします。 

 ここで、改めてではございますが、重点プ

ロジェクトとは何かということについてご

説明いたします。 
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 重点プロジェクトとは、区が喫緊の課題に

対して優先的に取り組むために事業を選定

したものになります。基本計画は８年間の計

画でつくられておりまして、重点プロジェク

トについては毎年見直しが図られておりま

すけれども、この基本計画の中に組み込まれ

ております。そのため、重点プロジェクトの

中には 30年度評価開始の事業や 31年度評

価開始の事業が入っております。 

 さらに、区民評価の評価対象外とする事業

もラインナップされております。この理由に

ついてでございますが、区民評価の特徴とも

関係いたしますが、単年度ごとに成果を見て

改善を図っていく区民評価委員会での評価

になじむものとなじまないものを区別して

評価対象事業を定めていることによります。

例えば、公共施設の再編、ハードのものです

けれども、40年という長い期間をかけて実

施するものについては、単年度での目標を設

定することが困難であるために、評価対象か

らは外しております。この後、評価対象外と

いう事業が出てまいりますけれども、区とし

て優先的に取り組む事業であるため、重点プ

ロジェクト事業とはしていますけれども、そ

れぞれこのような事情に基づいて区民評価

の評価対象外ということになっているとい

うことでご理解いただければと思っており

ます。 

 それでは、この前提のもとに、事業ライン

ナップの見方についてご説明させていただ

きます。一つ一つの事業の内容については、

今後、対象の所管から提出される事業評価調

書でご確認していただくことになりますの

で、ここでは見方を中心にご説明させていた

だきたいと思います。 

 確認となりますが、重点項目と書かれたと

ころの右側にある事業名が、体系のところで

説明させていただいた、重点項目の下にぶら

下がる事業になります。資料２－３は、それ

を一覧にしたものです。 

 30年度に評価していただく事業について

は、事業№の２つ右側に「○」とあるものに

なります。31年度から評価していただく事

業については、「種別等」というところに「新

規」とありまして、「○」がされていないも

のとなります。例えば、優先的に取り組むた

めに 30年度から事業を新たに選定したもの

で、まだ指標としての実績がなく、今後実績

をためていく事業、このような、区民評価は

今のところできないというものが含まれて

おります。 

 では、それぞれの視点で見てまいります。 

 資料２－３の１枚目は「ひと」の視点とな

ります。視点については右上に表示させてい

ただいております。 

 「ひと」の視点は、昨年度評価対象の事業

が 16事業ありましたが、新しく評価対象と

なった事業が４事業あり、20事業となりま

した。例えば、６「発達支援児に対する事業

の推進」などが新しい事業となります。31年

度より新たに評価していただく事業として

「育英資金事業」の１事業を含めると、全部

で21事業ございます。 

 なお、ラインナップの「種別等」のところ

に色塗りされて「再掲」という文字が見られ

るかと思います。例えば、「ひと」の上から

11番目のところに「健康あだち21推進事業

（糖尿病対策）」とありまして、「【くらし】

再掲」となっているかと思います。各重点プ

ロジェクト事業は、その事業の目的や内容か

ら主となる視点にひもづけておりますが、ほ

かの視点にも関係する場合に、再掲として該

当の視点にもラインナップをしております。 

 ただし、あくまで評価については、色塗り

をされている視点のところではなく、主とな

る１つの分野で行います。先ほど例として挙
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げました「健康あだち 21推進事業」でいい

ますと、２枚ページをめくっていただきまし

て、「くらし」の２枚目にございますけれど

も、下から３つのところに同じ事業、「健康

あだち 21推進事業」がありまして、ここが

主となる分野ですので、「ひと」で再掲して

おりますが、「くらし」で評価をしていただ

くというご説明になります。 

 それでは、改めて「くらし」の視点を説明

いたします。今のページと１枚前のページが

「くらし」でございます。 

 これまで「くらし」分野で評価対象は９事

業ございましたが、新規事業の追加等により

14事業となりました。評価対象外事業１事

業「大学病院の誘致」を含めると、全部で15

事業となります。新規に評価する事業といた

しましては、例えば№28「地域包括ケアシス

テムの推進」などがございます。 

 次に、「まち」の視点に移ります。 

 これまで「まち」分野で評価対象が 14事

業ありましたが、再編により 13事業となり

ました。新規事業を含んでおりまして、例え

ば№40「空き家利活用促進事業」などが新規

に評価する事業となります。 

 最後に「行財政」の視点となりますが、こ

れまで評価対象が 12事業ありましたが、再

編により10事業となりました。 

 「行財政」の視点については、大きく２つ

に分かれると考えております。１つは、協創

を推進するためのさまざまな主体の活躍と

しての視点。№48～51がこの視点に当たり

ます。そして、もう一つが、これまでもござ

いました、行政内部の事務としての視点とな

ります。「行財政」はこの２つに大きく分か

れる点が分科会の構成のときにも関係いた

しますので、念頭に置いていただきたいと思

っております。 

 「行財政」は、これを踏まえまして、評価

対象事業としての９事業を含めまして、全部

で19事業となります。 

 全評価対象事業数については、統合等を図

らせていただいたこともありますが、新規も

ございまして、昨年度51事業から57事業と

なっております。 

 以上がラインナップの説明となります。 

 ここからは、重点プロジェクト事業の昨年

度からの変更点についてご説明させていた

だきます。１枚めくっていただき、資料２－

４をご覧ください。 

 矢印を境にいたしまして左側が 29年度の

事業、右側が 30年度の事業になります。こ

の資料は昨年度から変更になった事業を一

覧にしております。 

 なお、今回の事業を決定するに当たり、小

幅なものも含めて、昨年度もございましたが、

事業の名称変更をしております。これは、事

業名を見て少しでも取り組みがわかるよう、

事業内容が具体的にわかるよう工夫を図っ

たことによるものです。恐れ入りますが、個

別の事業の名称変更については後ほどご確

認いただければと思っております。 

 では、上からご説明させていただきます。

説明の際申し上げるナンバーについては、左

側の昨年度の事業ナンバーにさせていただ

きたいと思います。 

 左側にあります№６「こどもと家庭支援事

業（不登校対策支援事業）」については、事

業再編により、不登校対策における学校での

初期対応というのを事業の中に追加したこ

とに伴い、名称変更もあわせてしております。 

 №10「自然教室事業・体験学習推進事業」

については、名称変更はございませんが、体

験学習事業にこれまでの内容から追加した

事業を入れております関係で、事業再編とし

ております。 

 ナンバーなしの新規事業、「東京オリンピ
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ック・パラリンピックレガシー創出事業」に

つきましては、東京オリンピック・パラリン

ピックを見据えて、何が残せるのかという視

点で事業化を行いまして、評価についても30

年度から実施していただきたいと思ってお

ります。 

 以上が「ひと」分野となります。 

 「くらし」分野については名称変更のみと

なります。 

 ただし、視点移動というのがございまして、

４つの視点の中で事業を動かしております。

「防犯まちづくり」の事業については、視点

が「まち」から「くらし」へと移りましたの

で、「くらし」で評価していただきたいと思

っております。 

 そのほか、「くらし」に視点移動したもの

が２事業ございます。「ビューティフル・ウ

ィンドウズ運動（美化推進事業）」と「孤立

ゼロプロジェクト推進事業」についてですが、

これについては、昨年度と同様、同じ分科会

の中で評価をしていただきますけれども、評

価といたしましては、視点「くらし」の中で

評価をお願いしたいと思っております。 

 続きまして、「まち」の分野となります。 

 №29、30の事業については、一体的な交通

環境の整備を進めるために事業を統合いた

しまして、「交通環境の改善事業（都市計画

道路及びバス・自転車走行環境の整備）」と

いう事業名といたしました。 

 №32「区営住宅更新事業」につきましては、

区営住宅の建てかえ・更新が計画的に行われ

ているということもありまして、重プロとし

ての当初の目的を達成いたしましたため、重

プロ事業としては対象外とさせていただき

ました。 

 №39「就労支援・雇用安定化事業（あだち

若者サポートステーション等）」につきまし

ては、事業の再編を行いまして、企業の雇用

支援に軸足を移し、「就労支援・雇用安定化

事業（区内企業の人材確保支援等）」という

事業名といたしました。 

 最後に「行財政」分野となります。№45「国

民健康保険業務の外部委託」ほか３つの外部

委託に関する事業の評価についてですが、外

部委託という視点で体系的に評価をする必

要があると判断いたしまして、条例をつくっ

た上で、別途設置の評価委員会において一体

化して評価することに伴い、行政評価の対象

外といたしました。 

 重点プロジェクト事業ラインナップ及び

変更点については以上となります。 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 今の事務局の説明について何かご意見、ご

質問があれば、お願いいたします。 

○金子委員 ニュースでよく学校において

いじめから発生する自殺の問題が出ている

のですが、どの事業が担当するとかいうのは

あるのでしょうか。いじめ・自殺対策です。 

○事務局（政策経営担当係長） 事務局から

説明させていただきます。いじめに特化した

事業というものは事業化しておりませんけ

れども、関係する事業等ございまして、不登

校対策支援等のところは、問題を抱えている

児童に対して行っていく事業というところ

で組んでおります。 

○田中会長 いかがでしょう。よろしいです

か。 

○金子委員 わかりました。 

○田中会長 ほかにいかがでしょうか。 

○事務局（政策経営部長） 政策経営部長で

す。 

 今のいじめの件ですけれども、事業そのも

のは直接いじめを評価するような事業はな

いのですが、各学校において年３回～４回、

いじめの調査を行って、状況把握をして教育
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委員会として把握しておりますので、そうい

った意味では、いじめの対策はとっていると

考えております。 

○金子委員 私が気にしますのは、いじめが

ありまして、教育委員会の発表なんかを見ま

すと必ず、そういった事実はなかったとか、

そういうニュースがほとんどだと思うので

すよね。ですけれども、自殺にまで発展して

いくような事件があって、いじめがなかった

という、そういう教育委員会の発表というの

はちょっと無責任じゃないかなという気も

するのですよね。ですから、どの事業がそう

いったことをやるのかというのがちょっと

気になったわけです。 

○田中会長 どうもありがとうございます。 

 いじめの問題はいろいろな要因が絡んで

おりまして、私自身も研究でいじめを少し研

究しているのですけれども、今、事務局のご

説明にありましたように、本当にいろいろな

要因がかかわっている中、特に不登校―私

も子ども分科会のときに不登校対策を見た

ことがあるのですけれども、不登校の生徒を

何とかして学校に連れてくる、またはそれを

サポートするというような事業はこの中に

ありますので、恐らく、いじめを何とかする

とか、教育委員会の責任体制がというふうな

ことを直接我々が評価することにはならな

いとは思うのですけれども、そういった視点

を持って学力を伸ばしたりするような事業

とかもありますし、あと、不登校対策のとこ

ろ、先ほどから出ておりますけれども、それ

もそういった視点を持って評価に当たって

いただけるということでよろしいのではな

いかと思います。 

○金子委員 わかりました。 

○田中会長 ほか、いかがでしょうか。 

 たくさんの資料を一気にざあっと説明し

ていただいたので、この場で100％理解する

というのはなかなか難しいとは思うので、細

かいところに関しては、持ち帰っていただい

て、それをもう一度読んで、わからないとこ

ろがあればまた事務局のほうにご質問いた

だくということが現実的な話ではないかと

思うのですけれども、今この場で少し聞いて

おきたいことがあれば、どうぞ、まだ時間も

ありますので、積極的に挙げていただければ

と思います。いかがでしょうか。 

 なかなか、質問しろといっても難しいとは

思うのですけれども、先に進んで、またもう

一遍戻ってきたりすることもできますので、

それでは、ここでは先に進めていきたいと思

います。 

 それでは、（２）重点プロジェクト事業の

評価について、事務局から説明をお願いいた

します。 

○事務局（政策経営担当係長） 説明させて

いただきます。資料３をご覧ください。 

 昨年度の全体会におきまして、重点プロジ

ェクト事業の評価点について、評価の判断が

難しい、特に評価２～４のところで難しいと

いうご意見をいただきました。 

 事務局のほうで評価点の改善を図るべく

検討を行わせていただき、今年度から、全体

評価については１～５までの評価点に 0.5

の評価点を追加させていただきたいと考え

ております。反映状況、指標の達成状況、方

向性については、これまでどおり、メリハリ

を持った形で５段階評価をしていただきた

いと思っております。その上で、全体の評価

について 0.5を加えたいと考えております。 

 ５段階の細分化という形になりますけれ

ども、これには１つ理由がございます。足立

区では、国が進める地方創生の流れを受けま

して、「足立区人口ビジョン・総合戦略」と

いう計画を定めております。前に配らせてい

ただいた資料にもなるのですけれども、この
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ような緑色の冊子になります。計画ですので、

ここでも指標を設定しておりますけれども、

その指標について、重点プロジェクト事業の

平均評価点というのを活用させていただい

ております。そのため、10段階評価ではなく、

５段階の中で評価の細分化を図ることで、よ

り適正な評価につなげていただきたいとい

うお願いがございます。 

 さらにもう一つ変更としまして、これまで

４点を基準という形でご説明させていただ

いておりましたけれども、この考え方がわか

りづらいというところで、この基準をやめて、

記載にあります「評価の基準」をもとに評価

をしていただいた上で、全体評価につなげて

いただきたいと思っております。 

 事務局からのお願いと案としては以上で

ございます。 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 この点は、実は昨年度の区民評価委員会か

ら、昨年度までは１・２・３・４・５で、な

かなか３と４どっちにするのかというので

迷うというところがたくさんあったという

ことで、提言として、もう少しきめ細かい評

価ができるようなシステムに改善してもら

えないかという要望があったわけですけれ

ども、それに対する反映結果となっておりま

す。 

 この評価方法に関して何かご質問、ご意見

等あれば、よろしくお願いいたします。 

○中島委員 本当に反映していただきまし

て、とてもうれしく思います。 

 そして、今までの評価の基準というのが、

ちょっと曖昧な部分があったのですけれど

も、今回このような表にしていただきました

し、反映率もある程度数字が出ておりますの

で、新しい方も評価するときの助けになると

思うので、すごくうれしく思います。 

○田中会長 ありがとうございます。 

 昨年度までは４が基準というので、じゃあ

４って何なんだ、基準って一体何なんだとい

うところで議論が結構ぐるぐる回ったこと

もあったのですけれども、こういうふうに評

価の基準を言葉でわかりやすく明示してい

ただいたというのは、評価しやすくなってい

るのではないかと思いますが、ほかに何かご

意見、ご質問等あれば、よろしくお願いいた

します。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

また何かあれば、後からでも戻ってこられま

すので、最後にご質問いただければと思いま

す。 

 それでは次に、（３）一般事務事業につい

て、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（財政担当係長） それでは私から、

一般事務事業の区民評価について説明させ

ていただきます。資料は資料４をご覧くださ

い。 

 まず、評価対象事業の選定についてでござ

いますが、一般事務事業につきましては約

700ございます。そこで、一般事務事業の評

価につきましては、選定された事業、継続的

に委員の皆様に評価をお願いしております

重点プロジェクトとは異なりまして、約700

ある全ての事務事業のうち、毎年３分の１を

評価の対象としております。評価の対象とな

った事業の中から約 30事業を選定いたしま

して、まず庁内評価ヒアリングを実施してお

ります。さらに、その中から約 15事業につ

いて区民評価委員の皆様にヒアリング及び

評価をお願いしております。 

 次に、評価項目の視点についてでございま

すが、評価項目の視点につきましては、（１）

事業の必要性、（２）事業手法の妥当性、（３）

受益者負担の適切さ、（４）事業の周知度、

（５）補助金等の有効性、（６）予算計上の
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妥当性、この６項目で、事務事業評価調書、

予算見積書、決算書、その他個別資料をもと

に実施しております。 

 スケジュールにつきましては資料５のと

おりでございますが、次の項目で説明させて

いただきますので、そちらで改めてご確認い

ただければと思います。 

 また、個別のスケジュールにつきましては、

この後別途調整させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、平成 29年度につきましては、４に

あるとおり、（１）～（11）の 11の事業に

ついて区民評価をお願いしているところで

ございます。 

 一般事務事業の説明については以上とな

ります。 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 今の説明について何かご質問、ご意見等が

あれば、よろしくお願いいたします。 

○沼尾委員 評価の視点ということで６点

挙げていただいているのですけれども、昨年

度の報告書を作成する時点で、例えば評価対

象事業の中で受益者負担がない事業や、補助

金がない事業がありましたが、評価の視点で、

受益者負担や補助金に対する評価を含め、６

つ全部評価しなければいけないのかどうか

というところが議論になって、この６つのも

のを兼ね備えている事業を選定していただ

くのがいいのかとか、ちょっとやりとりがあ

ったと思うのです。そのあたりのところは、

当然何らかの判断で評価対象事業として幾

つかの項目が挙がってくると思うのですけ

れども、そこについてはこの６つの項目を

全て反映する必要があるのか。そこは適

宜調整をしながら考えていけばいいとい

う理解でいいかどうかということを確認

させていただきたかったのですが。 

○事務局（財政担当係長） 事務局からお答

えします。今、沼尾先生がおっしゃられた考

えでよろしいかと思います。今年度それでよ

ろしくお願いいたします。 

○田中会長 ほかにいかがでしょうか。 

 一般事務事業は、３分科会で見ていく重点

プロジェクトの評価とは若干違う評価作業

になるわけですけれども、これは毎年私が質

問しているような感じもするのですけれど

も、この事業の選び方ですよね。全700事業

のうち３分の１を１年度で対象として、３年

間で全事業を対象とするとこれが全部カバ

ーされているのですけれども、その評価対象

の中から約 30事業の選定方法について、も

う少しご説明を追加していただけるとあり

がたいのですけれども。 

○事務局（財政担当係長） 事務局よりお答

えさせていただきます。 

 毎年、選定の時期が大体５月末くらいを予

定しておりまして、こちらにつきましては前

年度の決算の状況等に鑑みながらセレクト

しているところです。事業に課題のあるもの

を中心に抽出しておりますので、それが予算

の適切な執行ができているのかどうか、ある

いは事業の執行自体がちゃんとできている

のかどうか、そういった、課題がないかとい

う視点で選ばせていただいておりますので、

重点プロジェクト事業につきましては、初め

からその事業を経年で見るというような形

で見ておりますけれども、一般事務事業につ

きましては単年度で課題のある事業という

のを選び出して評価していただいておりま

すので、その点がポイントとなります。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 先ほど石阪先生のご挨拶の中でもあった

のですけれども、情報を出すという意味では、

決して評価の上で都合のいい事業だけを選

んでいるわけではなくて、むしろ都合の悪い
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ほうの事業を選んで我々は評価していると

いうことですので、その点はご了承いただけ

ればと思います。 

○沼尾委員 今のお話で、課題があるという

ことだったのですけれども、つまり、その課

題としてどういうものがというのは、個別具

体的にではなくて、例えば、予算の執行が適

正だったのかとか、あるいはもう少し少ない

費用でできたんじゃないかとか、あるいは住

民の満足度という点でニーズに合っている

のかとか、幾つかそちらのほうで事業を選定

する際に検討すべき課題あるという判断が

あったと思うのですけれども、そのあたりの

ところがもう少し明示的にこちらに示され

るとよりわかりやすくなるのかなという印

象を持ちましたので、今後の課題ということ

でこれもご検討いただければと思います。 

○事務局（財政担当係長） 一応、担当係長

レベルの意見とかも資料には書かせていた

だいているのですけれども、口頭でより補足

して事業の説明をする機会がございますの

で、そのときに、まず、どこが課題とか、も

う少し個別具体にお話しできればと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 それでは、ほかに何かご意見、ご質問はあ

りませんでしょうか。―よろしいでしょう

か。 

 それでは、次の次第に移りたいと思います。

次に、（４）委員会スケジュールについて、

事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

ご説明させていただきます。資料５をご覧い

ただけますでしょうか。 

 初めに大きな流れだけ説明させていただ

きますと、今回、区民評価委員会に諮問させ

ていただきましたので、ここから９月上旬の

区長答申に向けての評価作業を進めていた

だくことになります。 

 今回評価していく事業については、前年度

の実績ベースの評価調書というのができ上

がってくるのが６月の頭になってまいりま

す。その後、分科会ごとに６月から８月にか

けてヒアリングと評価を行い、再び区民評価

委員会全体会としての報告をまとめていた

だくことになります。 

 では、この資料の中身になりますけれども、

見方としまして、表紙右上のほうに「★」で

あるとか「◆」の印などが書かれているかと

思いますが、それぞれ、誰が何をするのかと

いうものをあらわしたものでございます。

「★」であれば、区民評価委員会全体会が行

うものと見ていただければと存じます。ここ

では区民評価委員会の皆様に直接関係する

ところを中心にご説明いたします。 

 まず、５月に入りまして、30日に公募委員

の方へ区民評価委員会の研修を予定してお

ります。評価の視点はここで詳しく説明して

いきたいと思います。14日～16日のところ

ですが、庁内評価委員会ヒアリングを実施予

定です。庁内の部課長を主としたヒアリング

がございまして、５月７日までに各部から提

出された当初版の調書をもとに各部からヒ

アリングを行った上で、区としての評価をま

とめていく作業でございます。 

 ６月に入りますと、４日（月）が重プロ調

書の確定版としての提出締め切りとなりま

す。こちらは当初版の締め切りから先ほどの

庁内評価ヒアリングを挟んで、それによって

所管がわかりやすいよう修正等を加え精度

を上げてきたものになりまして、最終的に皆

様に見ていただく調書となります。翌日の５

日には各分科会の委員の皆様に発送すると

いう流れとなっております。 

 12日までの間ですけれども、重プロの各



18 

 

分科会委員からの事前質問を受け付ける予

定でございます。こちらは５日と 12日の間

に少しだけ間を設けさせていただいており

ますけれども、なるべく多くの委員の皆様が

調書を読み込んで、事前に質問が想定できる

ような時間という形で設けさせていただい

ているためです。ヒアリングは１事業当たり

大体20分くらいと、少し短い形になります。

スムーズにヒアリングが進むよう、事前質問

を受けさせていただき、その回答や、所管か

らよりわかりやすくするための補助的な資

料の提出を受ける時間として設けておりま

す。８日には一般事務事業調書の確定版が上

がってまいります。 

 ページをめくっていただきまして、19日

には各部から事前質問に対する回答が来ま

すので、区民評価委員の皆様に回答を発送さ

せていただきます。この発送をもちまして分

科会としての活動を本格的にスタートさせ

ていきます。 

 ６月下旬から８月の頭にかけて、事前レク

の１回を含めまして、ヒアリング３回、評価

作業３回、計７回程度実施していく予定でご

ざいます。１回当たり３時間程度を目安とさ

せていただいております。 

 ７月以降については、今日この後、各分科

会で日程を詰めさせていただきたいと思っ

ております。 

 ８月の全体会ですけれども、21日、27日

と２回行いまして、報告書として完成してい

ただくという形になっております。 

 ９月以降の日程につきまして、事前にメー

ルにてご案内もさせていただいているとこ

ろですけれども、後ほどご確認いただければ

と思います。 

 説明としては以上となります。 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 今の説明に対して質問、ご意見があれば、

よろしくお願いいたします。 

 既に決まっている日程に関しては、確保し

ていただいた上でこの日程が決まっている

ということだと思うのですけれども、これも

毎年のことながら、このスケジュールは意外

と結構きついスケジュールということで、多

分、経験のある方々はわかると思うのですけ

れども、一番最初に重プロ調書が送られてく

るのが６月５日なのですけれども、その１週

間後、12日までに事前質問というのを出す

必要がありまして、その事前質問である程度

基本的なというか、事前に聞いておきたい、

わからないところをクリアにしておくとい

うことが、次のヒアリングをより活発にする、

有意義にする上で非常に重要なのですけれ

ども、１週間で相当数の調書を読み込むこと

が必要になってくるので、結構大変な作業で

ありますけれども、一番最初の非常に重要な

段階だと思いますので、ぜひ時間を使ってい

ただいて、できるだけ疑問点をあらかじめ解

消しておくのはとても大切だと思いますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 あともう１点。今、事務局からのご説明に

ありました、６月下旬に、事前打ち合わせ、

各所管とのヒアリングで事前レクという言

葉が出てきたのですけれども、これは具体的

に評価する事業に関するヒアリングをする

前に、事業の全体像をある程度把握するため

に、所管の方から説明をしていただく機会が

１回あるということですので、要は、それを

見て全体像をある程度イメージした上で各

ヒアリングに進んでいくという感じですの

で、そちらのほうも非常にご活用いただけれ

ばと思っております。 

 ほか、どうでしょうか。 

 では、よろしいでしょうか。もしまた何か
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わからないことがあれば、事後でも構いませ

んので聞いていただければと思います。 

 それでは、続きまして、（５）区民評価委

員会の活動日と表彰制度について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

説明させていただきます。 

 資料６－１をご覧いただきたいと思いま

す。 

 昨年度の全体会におきまして、活動日の土

日追加についてのお話と、表彰制度について

のご意見をいただきました。このご意見をい

ただき、区民評価委員会の皆様に意向アンケ

ートを実施させていただきたいという事務

局のほうの考えがございまして、昨年度から

やっていただいている区民評価委員の皆様

に意向アンケートを実施させていただきま

した。 

 活動日についてのアンケート結果は【参考】

のとおりとなってございます。平日の開催を

というアンケートのご意見も踏まえ、事務局

のほうで検討させていただいた結果としま

しては、上の囲みにございますけれども、活

動日の土日追加については、各分科会の評価

作業において、平日の実施が困難な場合に、

各分科会で実施を検討していただきたいと

考えております。 

 なお、平日夜間のお話もございましたけれ

ども、これについては、子育て世代の方々の

参加が困難になってしまうために、実施自体

を見送らせていただきたいと思っておりま

す。この点についてはご理解をいただきたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 続きまして、資料６－２をご覧ください。 

 昨年度、１月 23日の行政評価報告会開催

の際に、モデル事業といたしまして、区民評

価委員会からの事業表彰を実施させていた

だきました。表彰の目的や事業選定の視点は

資料記載のとおりとなっております。こちら

についてもアンケートを実施いたしまして、

そのほか、区のほうの職員に対しても実施さ

せていただきました。 

 委員、職員の回答結果といたしましては資

料のとおりとなってございますけれども、継

続の必要はないという形で答えた職員のコ

メントといたしましては、一部ではございま

すけれども、「趣旨がわかりにくい」という

点、「説明された目的では継続の必要性が感

じられない」といったようなご意見が一部あ

りました。 

 今回実施、モデルでしたけれども、今年度

以降の実施について、区民評価委員会のご意

見を承りたいと考えております。このことに

関しましては、まず会長からご意見をいただ

きたいと考えておりますけれども、ご意見を

いただいてもよろしいでしょうか。 

○田中会長 表彰制度ですけれども、昨年度、

モデル実施、試行的にやってみようというこ

とで、初めてやった事業であります。 

 表彰制度自体はどういったことを目的と

しているのかといいますと、私たちは区民評

価委員として各事業の活動の評価自体は、重

プロ、また一般事務事業の評価でやっている

わけですけれども、その事業がよかったとい

うことに対して評価をするというのでは必

ずしもなくて、この区民評価委員会の活動で

すよね。例えば、事前の質問に対して、こち

らが聞いたことよりもプラスアルファで質

問に対して情報を提供してくれるとか、ヒア

リングのときにできるだけわかりやすく説

明していただくとか、そういった意味におい

て、評価活動に非常に貢献の高かった担当課

だったりプロジェクトチームというものに

区民評価委員会から、ある意味感謝の意を込

めて、我々の活動に協力してくれてありがと
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うというような形で表彰するという趣旨が

主なところだったのですけれども、昨年度は

１回目ということもありまして、そういった

趣旨もありつつ、それと同時に、やっぱりそ

の事業がいいというところも表彰の対象と

するというところで、そこがもう一つ伝わり

にくかったところだと思います。 

 ですから、それを受けて、継続する必要は

ないというご意見として、「趣旨がわかりに

くい」ということはまさにそのとおりであり

まして、もう少し事前にこちらの趣旨をお伝

えすることができればよかったのではない

かと、私としては若干反省しているところで

ございます。 

 ただし、評価活動を円滑にしていく。一番

最初に私の挨拶でも述べさせていただきま

したけれども、お互いのコミュニケーション

を円滑にしていくということですので、では

どのようなコミュニケーションがとれれば

それが円滑だったのかというのが少なくと

も私たちはどう思っているのかを伝える一

つの方法としてこの表彰制度は活用できる

のではないかと思っている次第であります。 

 ですので、私の個人的な考えといたしまし

ては、まだモデルというか、試行という段階

をまだ出ていないかもしれないのですけれ

ども、今年度も継続してもいいのではないか

なと個人的には思っております。 

 目的は、今申し上げたとおり、事業そのも

のではなくて、評価活動に対する評価という

ことを念頭に置いておりまして、皆さんのお

手元の資料６－２の、例えば「２ 今後の表

彰制度の実施について」というところにまと

めの表がありますので、そこについて１つず

つ私の考えを述べさせていただきますと、実

施の可否については、今申し上げましたよう

に、継続してもよいのではないかということ

と、目的は、今言ったように、評価活動への

協力ということ、参画ということですね。開

催方法に関しましては、毎年でよろしいので

はないかと思っております。評価の対象とい

たしましては、昨年度は重点プロジェクト事

業、３分科会から１つずつ事業を選んで表彰

したわけですけれども、こういった趣旨であ

れば一般事務事業を含めるのが妥当かなと

いうか、含めるべきだと思いますので、重点

プロジェクト＋一般事務事業で表彰してい

くということがよろしいのではないかと思

いました。選定方法に関しても、昨年度は試

行的だったので、事後的に各分科会長に一任

させていただいたわけですけれども、最初か

ら、評価の前から、この表彰というものをや

るというふうにもしなるのであれば、ふだん

の評価活動の中で、これは表彰に値するなと

いう議論もあわせてやっていただければい

いのではないかと思います。もちろん、各分

科会から１事業と書いてありますけれども、

もし対象がないということであれば、対象な

しというのでも構わないかなと思います。 

 あくまでも私の個人的な意見というか考

えですけれども、私としてはこういうふうに

思っております。 

 どうしましょうか。事務局から何かご説明

はありますか。それとも、皆さんにご意見を

お伺いするというのでよろしいですか。 

○事務局（政策経営担当係長） 皆様のご意

見を承れればと思っております。よろしくお

願いします。 

○田中会長 それでは、表彰制度に関して、

私の意見も含めてですけれども、皆さんの考

え、特に継続されている委員の皆さんは昨年

度の様子がおわかりだと思いますので、ご意

見、ご質問をいただければありがたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○金子委員 意見というほどのものではな

いのですが、ちょっと興味があって質問しま
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す。対象の職員の方はどのように選ばれたの

でしょうか。 

○田中会長 昨年度の表彰対象ですよね。そ

れは、手続としては、私のほうから各分科会

長に、今年度、試行的にこういう表彰制度を

やってみたいと思うので、各分科会から１事

業を選定して推薦してほしいと依頼いたし

ました。それに基づいて各分科会―一般事

務事業は昨年度は対象としなかったのです

けれども、３つの重点プロジェクトの分科会

長に考えていただいて推薦いただいた次第

であります。 

○金子委員 その推薦された方が、継続した

ほうがいいとか、継続する必要はないという

お答えを出してくれたわけですか。 

○田中会長 設問３ですか。 

○石阪副会長 147と40。 

○金子委員 そうそう。147と40。 

○石阪副会長 どうやって職員の中からこ

れを選んだのか。 

○事務局（政策経営担当係長） こちらにつ

いては事務局のほうから。これは１月 23日

に報告会を実施したときに参加いただいた

職員からアンケートをとったものになりま

す。 

○田中会長 行政評価報告会。 

○事務局（政策経営担当係長） 行政評価報

告会になります。 

○金子委員 あの最後にあったときですか。 

○事務局（政策経営担当係長） 庁舎ホール

で実施させていただいたときになります。 

○金子委員 あの方々は、どのような……。

参加資格とかはあるのですか。 

○事務局（政策経営担当係長） 職員と一般

区民の方も対象になっておりますので、特に

制限というのはございませんけれども、行政

評価等に関係していた職員が出席しており

ます。 

○金子委員 そうですか。ちょっと興味があ

るなと思ったのは、表彰された人は「継続し

たほうがいい」とか、そういう方がいたのか

なとか。わかりました。ありがとうございま

す。 

○瀬田委員 瀬田です。これは非常にいい制

度だなと昨年から思っていまして、本当に頑

張った職員の方々に区民評価委員から、ねぎ

らいと言ったら変ですけれども、本当に頑張

ってくださってありがとうございますとい

う表彰で、形であらわすということで、これ

は非常に価値があるなと思います。単年度で

こういったものを評価するというのは難し

いと思いますので、継続した上で、また改善

点があれば改善していくべきであるかなと

思います。 

 特に、このアンケートの中で、「継続する

必要はない」という職員の方が 40とありま

すけれども、この内容ですよね。「必要はな

い」という意見の中に、我々が耳を傾けるべ

き内容があるのではないかなと思いますの

で、その辺は精査していただいて、この評価

制度自体もＰＤＣＡで改善していって、さら

によいものになればいいかなと思います。 

 もう一つは、この表彰を受けた職員の方が

どのような感想を持たれたのかというとこ

ろも興味があって、その辺も感想もお聞きし

ながら、今年度の表彰制度をさらに改善して

進められたらいかがかなと思います。 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 感想をぜひ聞けるのであれば聞きたいと

思いますので、表彰された人が「継続する必

要はない」と答えていなければいいなと思う

のですけれども、ぜひ聞けるようであれば、

どのような感想を持たれたのかというのも、

簡単にでも構いませんので、お聞かせいただ

ければありがたいと思います。 
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○事務局（政策経営担当係長） ヒアリング

させていただきたいと思っております。 

○田中会長 では、よろしくお願いします。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○長谷川委員 昨年からこういう表彰制度

ということで実施されて、私も、会長が言わ

れたように、今年以降も継続的にやるほうが

いいのではないかと思うのです。ただ、１つ、

昨年表彰された事業について、役所の中で、

どういう点がよくて表彰されたかというこ

とを水平展開していただいて、ほかの事業グ

ループの方々も、その水平展開されたような

ことに触発されて、今年度はそれを目指して、

さらに事業を活発化しようとか、手法を新た

にしようとか、そういうところへフィードバ

ックされるということが非常にいいのでは

ないかなという感じがしましたので、ぜひそ

ういう点についてもご配慮いただけるとよ

ろしいかなと思います。よろしくお願いしま

す。 

○田中会長 どうもありがとうございます。 

○三石委員 私もこの表彰制度を継続する

のに賛成ですが、頑張っているとか、評価活

動に積極的にいろいろ資料を提示してくだ

さったりとかという事業と、そうでないと言

うと語弊があるのですけれども、２年やって

きて、やっぱりそれはつながるものが年ごと

にそんなに変わらない場合があるかなとい

う懸念をしております。そうしたときに、繰

り返し同じところが表彰されるということ

もあり得るかどうかというあたりを伺いた

いなと思います。 

○田中会長 それについては、恐らく私たち

がここで議論して決めることだと思うので

すけれども、繰り返し表彰の対象になるとい

うことはあるのではないかと私自身は個人

的には思うのですけれども、評価活動自体が

単年度、毎年毎年行っているものなので、毎

年の評価活動の中で協力的だった事業に対

して感謝をするという形になっていると思

いますので、それが毎年同じチームになると

いうことはあるのではないかなと思います。 

 逆に、今、三石委員がおっしゃったように、

余り評価活動に対して積極的に参画してい

ただいているという熱意がもう一つ伝わっ

てこないようなチームというのが毎年同じ

ようにいたりするような印象もあるという

ことだと思うので、そういった情報も私たち、

この評価委員全員で共有するということは

とても大切なのではないかと思います。 

○三石委員 協力的でないというのではな

いのですね。水準が高いところは大体同じか

ななんていう予想があったものですから、ち

ょっとそこは訂正させてください。皆さん協

力的に評価活動に参加してくださっている

と思います。 

○田中会長 ありがとうございます。私がち

ょっと誤解しておりまして、申しわけござい

ませんでした。 

○遠藤委員 委員さんのアンケートは、ご覧

になって一目瞭然で、皆さん、継続というこ

とで、余り継続について議論してもしようが

ないというのはあるかもしれませんが、あえ

て問題提起としてこの１人は反対したのだ

と思うのですけれども。私なのですけれども。

積極的にやめようと言ったつもりはありま

せん。ただ、今、三石委員がおっしゃったよ

うに、選んだときに、来年から困るな、これ

はと。３年連続優勝とか、そんなことになる

んじゃないかなと。結局それは、唯一選ばな

きゃいけないので、何だかんだいっても一番

点数のいいものを外せないというプレッシ

ャーはあったです、私やっていて。これはす

なわち一言で言えば形骸化です。つまり、こ

ういう表彰制度というのは常に形骸化の危

険があるので、問題提起くらいのつもりでこ
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ういう結果にいたしました。 

 ただ、田中先生がおっしゃったように、殊

勲賞みたいな、点数自体はほかに譲りつつも、

今年は本当に情報公開という点とか協力と

いう点で頑張ったとか、それを選ぶのならば

選ぶときに楽だなとちょっと考えまして、反

対というわけではなくて、継続する必要はな

いというわけではなくて、問題提起。常に形

骸化という危険がありますよという。それが

職員、特に、頑張ったけど評価されないとつ

むじを曲げそうな職員の士気につながるよ

うではまずいかなという面もありますよと

いうことの意思表明です。 

○田中会長 どうもありがとうございます。 

○村田委員 評価委員会の表彰制度という

言葉でいくと、どうしても事業活動への表彰

に捉えられやすいんじゃないかなと思いま

す。だから、委員長がさっき言ったように、

評価活動に対しての貢献度で表彰するんだ

よということをもうちょっとアピールして

おかないと、区民評価委員会の表彰で出ると

いうと、どうしてもそれは事業活動に対して

表彰されてしまうという捉え方をされるん

じゃないかなという心配があるんですけれ

どもね。ですから、例えば表彰状の文面は覚

えておりませんけれども、あくまでも評価活

動、評価するについての協力度という形をも

っと前面に出したほうが。活動に対して評価

されちゃっているんじゃないかと捉えられ

ないかなというのが、ちょっと心配な点があ

りますけれども。ちょっと検討いただければ

と思うんですけれども。 

○田中会長 ありがとうございます。私も今

その点について申し上げようかなと思って

いたところでありまして、これは事業に対す

る評価ではなくて、評価活動への参画に対す

る表彰であるということなので、もちろん、

ふだんの事業の遂行がきちんとできている

というところは、評価活動として別に既に点

数をつけるということをやっていますので、

事業がすばらしかったという理由で表彰し

てしまうと、結局同じことを２回やるような

ことにもなりかねないわけでありまして、あ

くまでもこの表彰制度自体は、評価活動への

協力、評価活動自体の表彰ということを前面

に出せれば、何も屋根の上に屋根をつけてい

るような感じにはならないのではないかと

思います。 

 この表彰制度の目標としては、区民と区政

の間のコミュニケーションを円滑にする一

つの装置として使えないかなと思っており

まして、うまくコミュニケーションがとれた

のは今年はこの事業でしたというふうな感

じで我々から提示する、表彰という形でお伝

えするというのが恐らく趣旨としてはあり

得るのではないかと思っておりますが、石阪

先生、いかがでしょうか。 

○石阪副会長 私も実は前回、分科会長一任

で評価をさせてもらったのですけれども、実

は事業自体はもっといい事業はたくさんあ

ったのです。だけれども、今回の場合は、活

動に対する評価ですので、例えばコミュニケ

ーションがどれだけとれたかというところ

を一番の評価の軸にさせていただいたとい

うことです。資料の提出から始まって、ヒア

リングがありました。それから、昨年度表彰

があったところは視察もさせていただいて、

丁寧にいろいろ説明いただいた。こういうプ

ロセスを評価するということであって、事業

自体を評価するとなると、先ほど先生がおっ

しゃったように、同じことを２回やるわけで

はないということですから、この辺は事前に

共有して、今後もし表彰制度を導入するので

あれば、そういうことを踏まえて評価活動に

当たるということになると思うのですね。去

年の場合は、最後に評価活動をするというこ
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とに急遽決まりましたので、我々も事前の準

備なく、恐らく職員の皆さんも何の準備もな

く結果的にこうなったということだと思う

のですが、今回は事前に職員の皆さんと共有

すれば、ひょっとしたら職員の皆さんも去年

とは見違えるようなすばらしいトークやコ

ミュニケーションがとれるんじゃないか。先

ほど、お互いにコミュニケーションをとると

いう話もありましたから、その点を重視して

いきたいなと。お互いよく歩み寄るというこ

とね。そういうことですね、恐らく。 

○田中会長 ありがとうございます。そうで

すね。 

○藤後委員 いろいろ議論ありがとうござ

います。 

 ２点確認させていただきたいと思います。

１点目は、何度も今議論に出ていますけれど

も、要は事業内容ではなく事業活動であると

いうことでよろしいでしょうか。つまり事業

内容としては３くらいの得点の事業であっ

たとしても、すごくコミットメントしてくだ

さっていたら評価対象になり得るという理

解でよろしいでしょうか。―はい。 

 ２点目ですけれども、そうであるならば、

ではそのコミュニケーションの場所は具体

的にどこかというと、ほぼヒアリングがメイ

ンになると思うのです。ヒアリング、あとは

調書の中ですごくわかりやすいように書い

てくださっているかどうかだと思うのです。

そうであれば、やはり事前に、私たちの評価

基準は、ヒアリングが７、調書内容は３くら

いの割合で見ていきますよというようなこ

とが、評価する側にも、また職員の方々にも

事前に通知していただいていたほうが私と

してもやりやすいかなと思いましたので、提

案させていただきます。 

○田中会長 どうもありがとうございます。 

 評価ではなくて表彰なのですけれども、表

彰の仕方に関しては、今年度はやっと事業評

価をやる前から表彰についても考える、また

別の軸で考えていくという、初年度ですので、

今いただいたご意見を踏まえて少し考えみ

たいと思います。ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 もう１点。先ほど遠藤先生からご意見とし

ていただいた、こういう制度自体は形骸化の

始まりであるということはおっしゃるとお

りだと思いますので、やめるときにはやめる

ということを常に意識した上で、毎年が試行

という形でやってみる。そして、それがうま

くコミュニケーションを円滑化する上で使

えるようであれば、また来年度もやるという

形でよろしいのではないかと思いますが、い

かがでしょう。そういった形でよろしいでし

ょうかね。 

 それでは、表彰制度に関しましては、昨年

度は試行で、今年度もまだ試行ということで

実施するということと、あと、目的としては、

基本的には評価活動自体をできるだけ評価

するということと、今年度は重プロだけでは

なくて一般事務事業のほうも評価の対象と

すると私は先ほど申し上げたのですけれど

も、それに関しては沼尾先生のご意見は……。

よろしいですか。 

○沼尾委員 はい。 

○田中会長 では、一般事務事業もやるとい

うことと、あと、最後に、昨年度は最後の最

後で決めたために時間がなかったわけです

けれども、皆さんで評価活動の中で表彰事業

についてもご議論いただくという形でいか

がでしょうか。よろしいでしょうか。―は

い。 

 では、それで今年度も続けていきたいと思

います。どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして次の次第でございま

すけれども、（６）分科会の構成についてで
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ございますけれども、今年度の評価活動を進

めるに当たりまして、まず、分科会の設置と

構成員を決めていきたいと思います。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（政策経営担当係長） それでは、

説明させていただきます。 

 既に資料７－２で個別の事業担当の分科

会を見ていらっしゃる方も多いかと思いま

すけれども、構成をまず初めに説明させてい

ただきます。資料７－１をご覧ください。 

 分科会につきましては、資料の中ほどにあ

ります図の重点プロジェクトの視点とあわ

せて４つの視点に基づき構成しております。

ひと分科会は、ラインナップのときでも説明

させていただきましたが、30年度から新た

に評価対象となる４事業が加わります。くら

しと行財政分科会についてですが、名称に

「行財政」が入っておりますけれども、これ

はラインナップの説明の際に、行財政は大き

く２つに分かれますという説明をさせてい

ただきましたけれども、協創を推進するため

のさまざまな主体の活躍としての視点の事

業が、くらし分科会のほうに入ってまいりま

す。これらの事業、従来くらし分科会で評価

していただいていた４事業、「ＮＰＯ・区民

活動支援事業」や「町会・自治会の活性化支

援」などですけれども、評価の視点から引き

続きくらしと行財政分科会として評価を担

っていただくという形になります。この事業

のほか、30年度から新たに評価対象となる

４事業が加わります。 

 まちと行財政分科会につきましては、30年

度より新たに評価対象となる１事業が加わ

りますが、事業統合、廃止、行政評価対象外

というところ、ラインナップで説明したとお

りになりまして、３事業減ることで、合わせ

て２事業の減となっております。 

 重プロに関してはこの３つの分科会で活

動していただきまして、さらに一般事務事業

見直し分科会を加えた４つの分科会という

形で今後の評価活動を行っていただく形に

なります。 

 全体の分科会事業数につきましては、資料

７－１下部に示したとおりの事業数となっ

ておりますので、昨年度との事業数の比較を

していただければと思っております。 

 皆様に担当していただく分科会、先ほどの

７－２のように定めさせていただきました。

ご希望等を踏まえた結果とさせていただい

ております。 

 事務局からは以上となります。 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 今事務局からご説明がありました分科会

についてということですけれども、ひと分科

会、くらしと行財政分科会、まちと行財政分

科会、一般事務事業見直し分科会というこの

４つの分科会の構成を予定しているという

のは、今ご説明のあったとおりでございます。 

 あとは、区民委員の皆さんの構成に関しま

しては、今事務局からご説明がありましたよ

うに、事前に皆さんのご希望をお伺いした上

で事務局のほうで各分科会に割り振らせて

いただいているということと、あと、分科会

の目的や皆さんのご経験も考慮しながら、皆

さんのご要望をできるだけ反映したような

形での分科会構成を作成していただいてお

ります。 

 この案に基づいてメンバー構成を決定し

ていきたいと思いますけれども、いかがでし

ょうか。何かご意見、ご質問等があれば、よ

ろしくお願いいたします。 

○瀬田委員 瀬田です。 

 構成については一任でよろしいかと私は

思うのですが、昨年の経験から、今回私はひ

と分科会で、事業数が２割ふえて、また大変
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だなという思いなのですけれども、その上で

ぜひ事務局の皆様にお願いしたいのは、評価

する上での添付資料が、昨年事業ですと、積

極的に出してくださるところと、なかなかそ

うでないところのかなり温度差があったよ

うな感じを受けております。なおかつ、何で

もいいからつけて出しちゃえというような

感じも見受けられたのですね。なので、資料

の精度というのですかね、必要な的確な情報

をなるべくコンパクトに、わかりやすく出し

ていただくということを、これから庁内ヒア

リングとかもあると思いますので、ぜひその 

辺をご協力いただいて、各委員がその内容に

ついてよく理解しやすいように協力をお願

いできたらなと思います。 

○田中会長 どうもありがとうございます。

事務局のほうから何かありますでしょうか。 

○事務局（経営管理担当係長） こちらにつ

きましては資料をこれから求めていく形に

なりますので、その際にもこちらのほうから、

行政評価推進員、各部におりますので、通じ

て周知をさせていただきたいと思っており

ます。 

○田中会長 どうもありがとうございます。 

 この点はまさに今し方議論した表彰制度

のところにかかわってくる点ですので、ぜひ

ご検討をよろしくお願いいたします。 

 ほか、いかがでしょうか。 

○金子委員 評価をする事業数がふえてお

ります。報酬はふえるんでしょうか。 

○田中会長 いかがでしょうか、事務局。 

○事務局（政策経営担当係長） すみません、

ふえません。申しわけございません。 

○金子会長 わかりました。 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 ほか、いかがでしょうか。―よろしいで

しょうか。 

 それでは、分科会の構成は、資料７－２に

あるもので決定させていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 また、メールアドレスの共有について、今

後、評価作業を進めていく上で、委員同士の

メールでのやりとりが必須となってきます

ので、委員相互のメールアドレスの共有をお

願いしたいと思うのですけれども、よろしい

でしょうか。―大丈夫ですか。どうもあり

がとうございます。 

 それでは、次第の（７）に移りたいと思い

ます。「会議の傍聴等について」ですが、具

体的には、分科会の公開について皆様にお諮

りいたします。 

 お手元の、若干字の小さい資料ですけれど

も、資料８の足立区区民評価委員会条例施行

規則第４条によりまして本全体会及び分科

会は公開が原則となっております。 

 ただし、分科会につきましては、所管との

ヒアリング以外は、自由な討議に支障が生じ

るおそれがあるとの判断から、昨年度までは

非公開としておりました。今年度の分科会に

つきましても同様の取り扱いということで

よろしいでしょうか。つまり、ヒアリングに

関しましては傍聴が可能でありますけれど

も、その後の評価作業、皆さんでこの事業は

どうだというのを議論するところへの傍聴

はしないというようにしたいと思いますけ

れども、それについてご意見等はありますで

しょうか。 

 傍聴されている方がいると自由に評価作

業を進めていくのがなかなか難しい場面も

あるのではないかと思いますので、昨年同様、

ヒアリングは公開、評価の議論は非公開とい

うことでいかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。―はい。 

 それでは、そのようにさせていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。 
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 続きまして、次第の６、地方創生推進交付

金について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

○事務局（政策経営担当係長） 説明させて

いただきます。 

 この資料は昨年度までなかった資料にな

りまして、新しい資料としてご説明させてい

ただきたいと思っております。資料９をご覧

ください。地方創生推進交付金対象事業の評

価についてのお願いになります。具体的には、

まちと行財政分科会の委員の方々に評価を

お願いする内容となっております。 

 地方創生推進交付金については、地域再生

計画というものに記載されておりまして、地

方版総合戦略―先ほどちょっと提示させ

ていただきました、緑のこの冊子ですけれど

も―に位置づけられた地方公共団体の自

主的・主体的で先導的な地方創生に寄与する

事業の効率的・効果的な実施を支援するとい

うことを目的として、国が補助金として交付

するものになります。 

 この交付金を区のほうで受けるに当たっ

て、事業評価というものが必要になり、区民

評価委員会の中で評価をしていただきたい

というのがこの資料の趣旨となります。 

 項目２をご覧ください。こちらは重点プロ

ジェクト事業と交付金対象事業との関係を

示した図となっております。左のピラミッド

図については、冒頭でご説明させていただい

た区の体系図となっています。このピラミッ

ドから右に視線を動かしていただくと、ここ

から地方版総合戦略として「足立区人口ビジ

ョン・総合戦略」という計画の策定につなが

っております。先ほどお見せした緑色の冊子

になっておりまして、評価の際に重プロの評

価点を活用していると申し上げた計画と同

じものになります。 

 この計画で人口ビジョンを実現させる事

業として、重点プロジェクト事業の中から、

まち、ひと、しごとの視点で選定しまして、

この中からさらに交付金の対象として１事

業が選定されております。その事業が「起業

家に魅力的な町「北千住」」となっておりま

す。この図を見ていただくとわかりますが、

もとは重点プロジェクト事業から選定して

おります。もとの事業は「創業支援事業」と

なっておりまして、この一部を抜き出したも

のが「起業家に魅力的な町「北千住」」とい

う事業名となっております。そのため、事業

評価については、まちと行財政分科会の事業

ヒアリング時にあわせて行っていただいて、

評価もしていただきたいと考えております。

通常の流れどおりに乗るのですけれども、国

への報告が６月末になっている関係で、この

時期にあわせてヒアリングと評価をやって

いただく形になります。通常ですと、ヒアリ

ングが終わってから評価が後日来るのです

けれども、６月にあわせてやっていただくと

いう形になります。負担がなるべくかからな

いように調整させていただきたいと思いま

すので、ここの推進交付金に対する事業評価

について、どうぞよろしくお願いいたします。 

 評価様式ですけれども、現時点で内閣府か

ら示されておりませんが、昨年度実施してい

る区から情報を得ておりますので、その様式

をベースに後ほど、まちと行財政分科会の委

員の皆様に説明させていただきたいと思っ

ております。 

 事務局からは以上となります。 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 今の説明に対してご質問、ご意見があれば、

よろしくお願いいたします。 

 特に、まちと行財政分科会の遠藤先生を初

めとして皆さんにはもう一つ評価をお願い

するということになるわけですけれども、何
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かご質問、ご意見等があれば、よろしくお願

いいたします。―よろしいですか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 それでは、これで第１回足立区区民評価委

員会を終了いたします。スムーズな進行にご

協力いただきまして、本当にありがとうござ

いました。全体会は一度ここで閉会させてい

ただきますが、この後、各分科会で今後のス

ケジュールについて皆さんで集まってお話

ししていただくことになりますので、引き続

きどうぞよろしくお願いいたします。 

 最後に事務局から連絡がございます。お願

いします。 

（以下、事務連絡） 

○田中会長 どうもありがとうございまし

た。 

 


